
6 医 安 第 5 0 3 号 

令 和 6 年 6 月 2 6 日 

 

関係団体の長様 

 

愛知県保健医療局長 

 

令和６年度診療報酬改定に伴うヒト（自己）骨髄由来間葉系幹細胞の 

最適使用推進ガイドラインに係る取扱いについて（通知） 

 

令和6年5月31日付け医薬機審発0531第1号及び保医発0531第3号で厚生労働省医薬

局医療機器審査管理課長及び同省保険局医療課長から別添のとおり令和６年度診療

報酬改定に伴うヒト（自己）骨髄由来間葉系幹細胞の最適使用推進ガイドラインに係

る取扱いについて通知がありましたので御承知いただくとともに、貴会（組合）員へ

の周知について御配慮ください。 

  

担 当 生活衛生部医薬安全課 

     監視グループ 

     薬事グループ 

     生産グループ 

電 話 052-954-6344（ダイヤルイン） 

    052-954-6303（ダイヤルイン） 

    052-954-6304（ダイヤルイン） 

ﾌｧｯｸｽ 052-953-7149 



愛知県
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6医安第503号

写



（別記） 

 

公益社団法人 日本医師会 

 

日本医学会 

 

一般社団法人 日本再生医療学会 

 

公益社団法人 日本薬剤師会 

 

一般社団法人 日本病院薬剤師会 

 

公益社団法人 日本整形外科学会 

 

一般社団法人 日本脳神経外科学会 

 

一般社団法人 日本造血細胞移植学会 

 

一般社団法人 日本輸血・細胞治療学会 

 

一般社団法人 日本小児血液・がん学会 

 

一般社団法人 日本骨髄間葉系幹細胞治療学会 

 

公益社団法人 日本リハビリテーション医学会 

 

公益社団法人 日本臨床腫瘍学会 

 

一般社団法人 日本臨床内科医会 

 

一般社団法人 日本骨髄腫学会 
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